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第１ 意⾒の趣旨 

改正⾻⼦案のいずれにも反対する。 
 
第２ 意⾒の理由 

１ 瀬⼾市の改正⾻⼦案は次のような内容である。 
①受益者負担の考え⽅により、開⽰請求に係る⼿数料を公⽂書１

件につき３００円とする。 
②⾏政機関個⼈情報保護法の⼀部改正にあわせ、不開⽰情報から

除外されていた、公務員の職及び⽒名並びに職務遂⾏内容の
内、⽒名について、除外事由から削除する。 

２ ①の導⼊により、瀬⼾市の情報公開条例に対する考え⽅を転換さ
せること 
 瀬⼾市情報公開条例は冒頭の１条で「市民の知る権利を尊重

し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、情

報の一層の公開を図り、もつて市の諸活動を市民に説明する責務

が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下

にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」

と述べている。開示請求権が憲法２１条に基づく知る権利に基づ

くことを直接宣言したものではないにしても、情報公開請求の制

度は民主主義の根幹をなす知る権利を尊重するために設けられた

ものであり、これは行政の市民に対する説明責任を実現するため

のものであることを法的義務として宣言している。 

 一方、「受益者負担」の考え方は、行政が特定の市民に特別な

サービスを行った場合に、サービスを受けた者とサービスを受け

ない一般市民との間の不公平を是正することを目的としたもの
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で、サービス実施に要した費用を、サービスを受けた者に負担さ

せようとする考え方を基礎とする。しかしながら、条例に基づく

情報公開条例に基づいて、行政の説明責任を問う市民の行為が、

行政に特別のサービスの提供を求めることにはならないことは、

条例上も、憲法２１条の趣旨からも明らかだ。そもそも受益者負

担と情報公開の制度は、本来両立しない。 

 にもかかわらず、あえて瀬戸市が情報公開請求に受益者負担を

持ち出すことは、結果的に行政の市民に対する説明責任を否定す

ることを意味する。これは瀬戸市の情報公開制度を広報に変質さ

せる点で、実際の運用にも市当局が説明責任を負う結果が想定さ

れる情報の不開示など、不開示情報の拡大をもたらす根拠となる

のであって、到底是認されない。 

３ 骨子案は情報公開の後退に他ならないこと 

（１）理論的な問題のみならず、⾻⼦案①の⼿数料が、これまでの瀬
⼾市の情報公開制度を運⽤においても後退させることは明らかで
ある。開⽰⼿数料の単位となる「公⽂書１件」の数え⽅はこの⾻
⼦をみるかぎり不明だが、仮に「⼀件」を開⽰対象⽂書の標⽬毎
にカウントした場合には、膨⼤な費⽤の負担を請求者に強いるこ
とになる。全国市⺠オンブズマン連絡会議が⾏った情報公開度ラ
ンキングでは、開⽰⼿数料を徴収する条例を制定している⾃治体
を失格とした。開⽰⼿数料を徴収する根拠については、⼤量請求
によって職員の仕事量が増⼤するなどを理由に挙げる⾃治体がほ
とんどであるが、政務活動費の領収証など、適切な税⾦の使途を
監視するために⼤量請求が必要になることは珍しくない。請求⼿
数料の徴収は、⾏政監視を後退させる結果になることは明らかで
ある。 

（２）骨子案②についても問題が多い。行政機関個人情報保護法の施
⾏にともない、地⽅公共団体の個⼈情報保護条例の改正が⾏われ
るからといって、情報公開法の規定を動かす必要はない。もとも
と、国の情報公開法の運⽤では、各⾏政機関の公務員の⽒名情報
は平成１７年８⽉３⽇の情報公開に関する連絡会議の申し合わせ
によって、法５条１号ただし書イの「慣⾏として公にされ、⼜は
公にすることが予定されている情報」に該当するものとされて運
⽤がなされている。瀬⼾市が、同市条例７条（２）ア「慣行とし
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て公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に国の上

記申し合わせを読み込む運用をするつもりであれば、条例改正の

必要はない。わざわざ条例の改正骨子案で指摘しているというこ

とは、今回の改正によって瀬戸市は公務員の氏名を一般的に不開

示とすることを意図したものと言わざるを得ない。 

 こうした動きは、自治体の活動についての情報が減少するだけ

でなく、首長の職員の任命責任に対する説明義務を尽くさないこ

とにつながる。 

４ 付言すれば、瀬戸市の情報公開制度の後退は、情報公開制度の⺠
主主義政治への重要性について⾸⻑、議員の間で⼗分な理解がな
されていないことを意味すると考えざるを得ない。そしてその原
因として、第⼆期安倍政権以降、国は政権に都合の良い情報の広
報にすぎないものを「国⺠への情報公開」と意図的に誤⽤する⼀
⽅で、重⼤な説明責任発⽣の根拠となる⽂書の破棄、改ざんを⾏
ってきたことが次々に明らかになったことを指摘しなければなっ
らない。こうした国の情報公開制度への敵対的姿勢は、情報公開
制度に対する信頼を害し、それまでの地⽅公共団体における情報
公開制度への真⾯⽬な取組を否定し、説明責任に対する瀬⼾市⻑
や議員の意欲の後退を蔓延せ、これに瀬⼾市が呼応したと考えざ
るを得ないのである。 
 ⾻⼦案を撤回することこそ、⾏政に対する信頼を獲得すること
につながることを、瀬⼾市⻑においてご理解いただきたい。 

以上  
 
 


